
定款、業務規程及び送配電等業務指針
変更案の概要について

２０２１年１２月２２日

電力広域的運営推進機関
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◼ 本機関を取り巻く環境の変化等に適切に対応するため、定款、業務規程及び送配電等業務指針
を変更します。

◼ 主な変更のポイントは以下のとおりです。変更の背景、変更内容等については、それぞれの変更に関す
るスライドにて説明します。なお、その他技術的な規定の変更等もあわせて実施しております。

1. 再生可能エネルギー電気特措法に関する業務の追加に伴う規定の変更（定款、業務規程、送
配電等業務指針）【スライド２～２０】

• 本機関が行う交付金の交付、納付金の徴収、解体等積立金の管理、入札の実施等に関す
る変更

2. 配電事業・特定卸供給事業ライセンスの創設に伴う規定の変更（定款、業務規程、送配電等
業務指針）【スライド２１～４２】

• ２－１．本機関の総会における議決権、会費・特別会費に関する変更

• ２－２．その他、各種関連規定の変更

3. 供給計画関係規定の変更（業務規程）【スライド４３～４７】

• 発電側課金の原価算定に伴う一般送配電事業者への供給計画の共有に関する変更

4. 新インバランス料金制度の開始に伴う規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）【スライド４
８～５２】

• インバランス量の提出・集計業務に関する変更

定款、業務規程及び送配電等業務指針の変更案の概要
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1. 再生可能エネルギー電気特措法に関する業務の追加に伴う規定の変更（定款、業務規程、送
配電等業務指針）【スライド２～２０】

• 本機関が行う交付金の交付、納付金の徴収、解体等積立金の管理、入札の実施等に関す
る変更

2. 配電事業・特定卸供給事業ライセンスの創設に伴う規定の変更（定款、業務規程、送配電等
業務指針）【スライド２１～４２】

• ２－１．本機関の総会における議決権、会費・特別会費に関する変更

• ２－２．その他、各種関連規定の変更

3. 供給計画関係規定の変更（業務規程）【スライド４３～４７】

• 発電側課金の原価算定に伴う一般送配電事業者への供給計画の共有に関する変更

4. 新インバランス料金制度の開始に伴う規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）【スライド４
８～５２】

• インバランス量の提出・集計業務に関する変更



3１ 再生可能エネルギー電気特措法に関する業務の追加に伴う規定の変更の背景

これに対応するため、

• 再生可能エネルギー電気特措法に基づき本機関が行う、 交付金の交付、納付金の徴収、解体等
積立金の管理、入札の実施等に関するルールの整備が必要。

• また、交付金の交付業務等の本機関の資金管理業務に対し、万全な対応を取ることができるよう、
借入れや広域機関債の発行、余裕金の運用等の資金管理に関するルールの整備が必要。

再生可能エネルギーについて、最大限導入と国民負担の抑制を両立しながら「主力電源化」に向けた
環境整備を進めていくため、再生可能エネルギー電気特措法の改正（※１）により、現行のFIT制度に
加え、FIP制度、廃棄等費用の積立制度、系統設置交付金制度等が新たに創設されることとなった。
また、現行のFIT制度の業務に加え、これらに関連する、交付金交付、納付金徴収、解体等積立金管
理、入札等の業務も新たに発生することになった。

これらの再生可能エネルギーの拡大に向けて重要かつ長期的な実施が必要とされる業務について、効率
的かつ一体的に実施することにより安定的な法執行を確保するとともに、多様化する業務の全体に対し
て十分なガバナンスを効かせるため、本機関がこれらの業務を一括して行うこととなった。

※１ 強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律（令和2年法律第49号）によ
る、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成23年法律第108号）の改正。
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［変更内容］

（交付金の交付、納付金の徴収、解体等積立金の管理、入札の実施）

• 本機関は、再生可能エネルギー電気特措法に係る交付金（供給促進交付金、調整交付金及び
系統設置交付金）の交付、納付金の徴収、解体等積立金の管理並びにFIT及びFIPに係る入札
業務を行う旨規定

• 本機関は、納付金の徴収等に関する業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受ける等規定

• 系統設置交付金の交付対象となる広域系統整備計画に基づき系統増強等を行う一般送配電事
業者又は送電事業者は、系統設置交付金の交付を受けることができる旨、交付を受けるに当たり、
系統増強等に係る費用の額を本機関に届け出て、本機関は経済産業大臣へ提出する旨規定

（資金管理）

• 本機関は、借入れ又は機関債の発行をすることができ、それらに係る債務について政府の保証を受
けることができる旨、業務上の余裕金、解体等積立金及び納付金を運用することができる旨規定

【定款第５条第８号の２～第８号の４、第３６条第５項第１１号、第５６条の４、
第６１条の２～第６１条の４ 】＜新設＞

【業務規程第６４条の３、第１８章】＜新設＞
【業務規程附則（令和 年 月 日）第２条】＜新設＞
【送配電等業務指針第５３条の３】＜新設＞

１ 再生可能エネルギー電気特措法に関する業務の追加に伴う規定の変更の内容



5（参考）今後の再生可能エネルギー電気特措法の執行体制の在り方に関する国の審議会での検討

第4回 再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会（2019年11月18日）資料１から抜粋
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（参考）交付金（供給促進交付金、調整交付金）の交付、納付金の徴収、

解体等積立金の管理及び入札業務

解体等積立金

制度
概要

FIT制度（2012年7月～） FIP制度（2022年4月～）
太陽光発電設備の廃棄等費用
積立制度（2022年7月～）

✓ 再生可能エネルギー(太陽光・風力・水力・地
熱・バイオマス)で発電した電気を、電力会社が
一定価格で一定期間買い取ることを国が約
束する制度。

✓ 電力会社が買い取る費用の一部は需要家から
賦課金という形で集めている。

✓ 再エネ事業者の投資可能予見性を確保しつつ、
市場を意識した行動を促すため、市場価格を
もとに一定のプレミアムを交付する制度。

✓ 再エネ電源を競争電源と地域活用電源に分け、
大規模太陽光や風力など競争力のある電源へ
の成長が見込まれるものは競争電源として当制
度へ移行させる。

✓ 太陽光発電設備の廃棄等費用を確
実に積立て、設備の不法投棄を防ぐ
ための制度。

✓ 10kW以上すべての太陽光発電の認
定案件を対象とする。

✓ FIT買取事業者へのFIT交付金、およ
び再エネ認定事業者へのFIP交付金と
相殺することで確実な積立を実現する。

FIT・FIP入札制度（FIT：2017年4月～、FIP：2022年4月～）

✓ 再エネの最大限の導入と国民負担抑制の両立を図るため、買取価格（調達価格）について入札
を行うことが有効と認めるものについて入札で決定する制度。

主な
取引・

業務
の流
れ

事業
申請

経済産業省
(認定システム)

認定

広域機関
(費用負担調整業務・FIT及びFIPに係る入札業務)

FIT買取義務者
（送配電事業者等）

認定
照合

一般送配電
事業者
供給電力量
通知

小売電気事業者

需要家

入札

結果
通知

取戻
申請

取戻
審査・
承認

売電 再エネ賦課金￥電気料金￥

供給電力量
申請

供給電力量
審査・承認 納付金￥

入札
手数料
・保証金

￥

返還
保証金

買取実績
申請

FIT交付金
算定・通知

￥

売電
買取
価格

￥

買取実績
審査・承認

積立金
控除額

積立金
控除額

電力供給

FIP交付金
算定・通知

￥ 積立金
控除額

￥
積立金
取戻額

再エネ認定事業者

廃棄等
費用積
立制度

FIP
制度

FIT
制度

凡例

FIT FIP共通 廃棄積立

お金の流れ主な取引・業務の流れ

￥

FIT
交付金

FIP
交付金

納付金
算定・通知

JEPX・
相対契約先

入札・
売電 ￥ 対価

￥

FIT・FIP
入札制度

調整交付金 供給促進交付金

解体等積立金
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第27回 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（2021年9月3日）資料から抜粋・修正

系統設置
交付金

（参考）系統設置交付金に関する国の審議会での検討



8（参考）系統設置交付金交付業務のフロー

国
小売電気事業者
（需要家）

電力広域的運営推進機関 事業実施主体

流通設備の設置等※

に必要な費用の届出
流通設備の設置等に
必要な費用の提出

提出

交付金額算定

交付金交付

届出

交付

納付
（再エネ賦課金）

※ 系統設置交付金
交付対象
広域系統整備計画に
おいて再エネ電源によっ
て創出される便益が見
込まれるもの

納付金の受入

経済産業大臣
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＜変更前＞ ＜変更後＞【定款】

（参考）再生可能エネルギー電気特措法に関する業務の追加に伴う規定の変更の内容
（新旧対照表：定款）①

【定款】

（理事会の構成・役割）
第３６条 （略）
２～４ （略）
５ （略）
一～十 （略）
（新設）

十一～十八 （略）

（理事会の構成・役割）
第３６条 （略）
２～４ （略）
５ （略）
一～十 （略）
十一 再生可能エネルギー電気特措法に基づき本機関が行う
業務に関する事項
十二～十九 （略）

（業務内容）
第５条 （略）
一～八 （略）
（新設）

（新設）

（新設）

九・十 （略）

（業務内容）
第５条 （略）
一～八 （略）
八の二 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別
措置法（平成２３年法律第１０８号。以下「再生可能エネル
ギー電気特措法」という。）第２条の２第２項に規定する供
給促進交付金（以下単に「供給促進交付金」という。）、同
法第１５条の２第２項に規定する調整交付金（以下単に「調
整交付金」という。）及び同法第２８条第１項に規定する系
統設置交付金（以下単に「系統設置交付金」という。）の交
付並びに再生可能エネルギー電気特措法第３１条第１項及び
第３８条第１項の規定による納付金の徴収を行うこと。
八の三 再生可能エネルギー電気特措法第１５条の１３の規
定による解体等積立金の管理を行うこと。
八の四 再生可能エネルギー電気特措法第７条第１０項の規
定による入札を実施すること。
九・十 （略）
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＜変更前＞ ＜変更後＞【定款】

（参考）再生可能エネルギー電気特措法に関する業務の追加に伴う規定の変更の内容
（新旧対照表：定款）②

【定款】

（新設） （再生可能エネルギー利用の促進に係る納付金）
第５６条の４ 本機関は、再生可能エネルギー電気特措法第３
１条第１項の規定により、供給促進交付金、調整交付金及び
系統設置交付金の交付の業務に要する費用に充てるため、小
売電気事業者、一般送配電事業者及び登録特定送配電事業者
たる会員から、納付金を徴収する。
２ 本機関は、再生可能エネルギー電気特措法第３８条第１項
の規定により同法１５条の３の規定により算定した額が零を
下回った場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、一般
送配電事業者、配電事業者及び特定送配電事業者たる会員か
ら、その下回った額の納付金を徴収する。
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＜変更前＞ ＜変更後＞【定款】

（参考）再生可能エネルギー電気特措法に関する業務の追加に伴う規定の変更の内容
（新旧対照表：定款）③

【定款】

（新設） （余裕金並びに解体等積立金及び納付金の運用）
第６１条の４ 本機関は、法第２８条の５４に規定する方法に
より、業務上の余裕金を運用することができる。
２ 本機関は、再生可能エネルギー電気特措法第１５条の１５
及び第４１条に規定する方法により、解体等積立金及び納付
金を運用することができる。

（新設） （借入金及び広域的運営推進機関債）
第６１条の２ 本機関は、法第２８条の５２第１項の規定によ
り、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から
資金の借入れ（借換えを含む。）をし、又は広域的運営推進
機関債（以下「機関債」という。）の発行（機関債の借換え
のための発行を含む。）をすることができる。この場合にお
いて、本機関は機関債の債券を発行することができる。

（新設） （政府保証）
第６１条の３ 本機関は、法第２８条の５３の規定により、前
条の借入れ又は機関債に係る債務について、政府の保証を受
けることができる。
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＜変更前＞ ＜変更後＞【業務規程】

（参考）再生可能エネルギー電気特措法に関する業務の追加に伴う規定の変更の内容
（新旧対照表：業務規程）①

【業務規程】

（用語）
第２条 （略）
２ （略）
一～二十六 （略）
二十七 「再生可能エネルギー電気特措法」とは、「電気事
業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置
法（平成２３年８月３０日法律第１０８号）」をいう。
（新設）

二十八 「ＦＩＴ電源」とは、再生可能エネルギー電気特措
法に定める認定発電設備をいう。

二十九～四十四 （略）

（用語）
第２条 （略）
２ （略）
一～二十六 （略）
二十七 「再生可能エネルギー電気特措法」とは、「再生可
能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成２
３年法律第１０８号）」をいう。
二十八 「ＦＩＰ電源」とは、再生可能エネルギー電気特措
法第２条の２第１項に規定する交付対象区分等に該当する認
定発電設備（同法第２条第５項に規定する認定発電設備をい
う。第２９号において同じ。）をいう。
二十九 「ＦＩＴ電源」とは、再生可能エネルギー電気特措
法第３条第１項に規定する特定調達対象区分等に該当する認
定発電設備をいう。
三十～四十五 （略）
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＜変更前＞ ＜変更後＞【業務規程】

（参考）再生可能エネルギー電気特措法に関する業務の追加に伴う規定の変更の内容
（新旧対照表：業務規程）②

（新設） （系統設置交付金の交付）
第６４条の３ 本機関は、第６１条の３の規定により届出を
行った広域系統整備計画の事業実施主体に対して、当該計画
において再生可能エネルギー発電設備によって創出される便
益が見込まれる場合は、再生可能エネルギー電気特措法第２
８条第１項に規定する交付金（以下「系統設置交付金」とい
う。）を交付する。
２ 本機関は、系統設置交付金を交付するに当たり、事業実施
主体である一般送配電事業者又は送電事業者たる会員から、
毎年度、供給計画に従い設置等を行った流通設備（系統設置
交付金の交付対象となる広域系統整備計画に係るものに限
る。）の設置及び維持に要する費用について、広域系統整備
計画ごとに届出を受ける。
３ 本機関は、前項の規定により届出を受けた場合には、届出
のあった費用の額を広域系統整備計画ごとに経済産業大臣に
毎年度提出する。
４ 本機関は、前項の規定により提出を行った費用の額に経済
産業大臣が定める算定方法により算定した割合を乗じて、交
付する系統設置交付金の額を算定する。
５ 本機関は、第２項の規定により届出を行った一般送配電事
業者又は送電事業者たる会員に対し交付すべき額その他必要
な事項を通知する。
６ 本機関は、系統設置交付金の交付の対象となる流通設備の
使用を開始した日の属する年度から当該流通設備の耐用年数
（減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵
省令第１５号）別表第１又は別表第２に掲げる耐用年数をい
う。）の期間の末日の属する年度までの間、毎年度、第４項
の規定により算定した系統設置交付金の額を、第２項の規定
により届出を行った一般送配電事業者又は送電事業者たる会
員に対して当該年度の早期に交付する。

【業務規程】
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＜変更前＞ ＜変更後＞【業務規程】

（参考）再生可能エネルギー電気特措法に関する業務の追加に伴う規定の変更の内容
（新旧対照表：業務規程）③

（新設） （供給促進交付金の交付業務）
第１８０条の２ 本機関は、再生可能エネルギー電気特措法第
２条の２第３項の規定により、供給促進交付金（再生可能エ
ネルギー電気特措法第２条の２第２項に規定する供給促進交
付金をいう。以下同じ。）の交付に関する業務を行う。
２ 供給促進交付金は、再生可能エネルギー電気特措法第２条
の２第７項の規定により、同法第３１条第１項及び第３８条
第１項の規定により本機関が徴収する納付金並びに第２条の
６の規定により政府が講ずる予算上の措置に係る資金をもっ
て充てる。
３ 本機関は、再生可能エネルギー電気特措法第２条の５第１
項の規定により、同法第２条の４第１項の経済産業省令で定
める期間ごとに、各認定事業者（同法第２条第５項に規定す
る認定事業者をいう。以下この条において同じ。）に対し交
付すべき供給促進交付金の額を決定し、当該各認定事業者に
対し、その者に対し交付すべき供給促進交付金の額その他必
要な事項を通知する。
４ 本機関は、再生可能エネルギー電気特措法第２条の５第２
項の規定により、供給促進交付金の額を算定するため必要が
あるときは、認定事業者に対し、資料の提出を求める。

【業務規程】

（新設） 第１８章 再生可能エネルギー電気特措法に基づく交付金の交
付、納付金の徴収及び解体等積立金の管理等

（新設） 第１節 交付金の交付及び納付金の徴収
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＜変更前＞ ＜変更後＞【業務規程】

（参考）再生可能エネルギー電気特措法に関する業務の追加に伴う規定の変更の内容
（新旧対照表：業務規程）④

【業務規程】

（新設） （調整交付金の交付業務）
第１８０条の３ 本機関は、再生可能エネルギー電気特措法第
１５条の２第１項の規定により、一般送配電事業者、配電事
業者及び特定送配電事業者（以下「ＦＩＴ電気買取事業者」
という。）における特定契約又は一時調達契約に基づく再生
可能エネルギー電気の費用負担を調整するため、ＦＩＴ電気
買取事業者に対して調整交付金（同法第１５条の２第２項に
規定する調整交付金をいう。以下同じ。）の交付に関する業
務を行う。
２ 調整交付金は、再生可能エネルギー電気特措法第１５条の
２第２項の規定により、同法第３１条第１項及び第３８条第
１項の規定により本機関が徴収する納付金並びに第１５条の
５の規定により政府が講ずる予算上の措置に係る資金をもっ
て充てる。
３ 本機関は、再生可能エネルギー電気特措法第１５条の４第
１項の規定により、同法第１５条の２第１項の経済産業省令
で定める期間ごとに、各ＦＩＴ電気買取事業者に対し交付す
べき調整交付金の額を決定し、当該ＦＩＴ電気買取事業者に
対し、その者に対し交付すべき供給促進交付金の額その他必
要な事項を通知する。
４ 本機関は、再生可能エネルギー電気特措法第１５条の４第
２項の規定により、調整交付金の額を算定するため必要があ
るときは、ＦＩＴ電気買取事業者に対し、資料の提出を求め
る。
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＜変更前＞ ＜変更後＞【業務規程】

（参考）再生可能エネルギー電気特措法に関する業務の追加に伴う規定の変更の内容
（新旧対照表：業務規程）⑤

【業務規程】

（新設） （徴収等業務規程）
第１８０条の７ 本機関は、再生可能エネルギー電気特措法第
４０条第１項の規定により、納付金の徴収及び交付金の交付
の業務（以下「納付金徴収等業務」という。）の実施方法そ
の他の事項について、徴収等業務規程を定め、経済産業大臣
の認可を受けるものとする。これを変更しようとするときも
同様とする。

（新設） （系統設置交付金の交付業務）
第１８０条の４ 本機関は、再生可能エネルギー電気特措法第
２８条第２項の規定により、一般送配電事業者又は送電事業
者が法第２条第１項第１８号に規定する電気工作物（変電用
又は送電用のものに限る。）であって再生可能エネルギー電
気の利用の促進に資するものを設置するときは、当該電気工
作物の設置及び維持に要する費用を当該電気工作物を使用す
る期間にわたり回収するため、一般送配電事業者又は送電事
業者に対して系統設置交付金の交付に関する業務を行う。

（新設） （小売電気事業者等に係る納付金の徴収）
第１８０条の５ 本機関は、再生可能エネルギー電気特措法第３
１条第１項の規定により、供給促進交付金、調整交付金及び系
統設置交付金（以下「交付金」と総称する。）の交付の業務に
要する費用に充てるため、同項の経済産業省令で定める期間ご
とに、小売電気事業者等（小売電気事業者、一般送配電事業者
及び登録特定送配電事業者をいう。）から、納付金を徴収する。

（新設） （ＦＩＴ電気買取事業者に係る納付金の徴収）
第１８０条の６ 本機関は、再生可能エネルギー電気特措法第
３８条第１項の規定により、同法第１５条の３の規定により
算定した額が零を下回った場合には、同項の経済産業省令で
定める期間ごとに、ＦＩＴ電気買取事業者から、その下回っ
た額の納付金を徴収する。
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＜変更前＞ ＜変更後＞【業務規程】

（参考）再生可能エネルギー電気特措法に関する業務の追加に伴う規定の変更の内容
（新旧対照表：業務規程）⑥

【業務規程】

（新設） （入札業務）
第１８０条の８ 本機関は、再生可能エネルギー特措法第７条
第１０項の規定により、入札の実施に関する業務（以下「入
札業務」という。）を行う。

（新設） （入札業務規程）
第１８０条の９ 本機関は、再生可能エネルギー電気特措法第
８条の２第１項の規定により、入札業務に関する規程を定め、
経済産業大臣の認可を受けるものとする。これを変更しよう
とするときも、同様とする。

（新設） 第２節 入札
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＜変更前＞ ＜変更後＞【業務規程】

（参考）再生可能エネルギー電気特措法に関する業務の追加に伴う規定の変更の内容
（新旧対照表：業務規程）⑦

【業務規程】

（新設） （情報の取扱い）
第１８０条の１３ 本機関は、入札業務、積立金管理業務及び
納付金徴収等業務に係る情報を原則として、秘密情報として
適切に取り扱う。

（新設） （積立金管理業務）
第１８０条の１０ 本機関は、再生可能エネルギー電気特措法
第１５条の１３の規定により、本機関に積み立てられた解体
等積立金の管理に関する業務（以下「積立金管理業務」とい
う。）を行う。

（新設） （積立金管理業務規程）
第１８０条の１１ 本機関は、再生可能エネルギー電気特措法
第１５条の１４第１項の規定により、積立金管理業務の実施
方法その他の事項について積立金管理業務規程を定め、経済
産業大臣の認可を受けるものとする。これを変更しようとす
るときも同様とする。

（新設） 第４節 その他

（新設） （帳簿）
第１８０条の１２ 本機関は、再生可能エネルギー電気特措法
第８条の４、第１５条の１６及び第４２条の規定により、入
札業務、積立金管理業務及び納付金徴収等業務に関する事項
で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、こ
れを保存するものとする。

（新設） 第３節 解体等積立金の管理
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＜変更前＞ ＜変更後＞【業務規程】

（参考）再生可能エネルギー電気特措法に関する業務の追加に伴う規定の変更の内容
（新旧対照表：業務規程）⑧

【業務規程】

（新設） 附則（令和 年 月 日）
（施行期日）
第１条 本規程は、令和４年４月１日又は経済産業大臣の認可
を受けた日のいずれか遅い日から施行する。

（特定契約に関する経過措置）
第２条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関
する特別措置法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第
５９号）附則第３条第１項の規定により、同法の施行の際現
に締結されている同法第２条の規定による改正前の電気事業
者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
（以下、この条において「旧法」という。）第４条第１項の
特定契約（以下、この条において「旧特定契約」という。）
は、その契約が終了するまでの間は、再生可能エネルギー電
気特措法第２条第５項の特定契約（以下、この条において
「新特定契約」という。）とみなす。
２ 前項の規定により新特定契約とみなされる旧特定契約に基
づき再生可能エネルギー電気を調達する旧法第２条第１項に
規定する電気事業者は、その契約の期間が終了するまでの間
は、再生可能エネルギー電気特措法第２条第４項に規定する
電気事業者である同項に規定する一般送配電事業者とみなし
て、第１８０条の３及び第１８０条の６の規定を適用する。
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＜変更前＞ ＜変更後＞【送配電等業務指針】

（参考）再生可能エネルギー電気特措法に関する業務の追加に伴う規定の変更の内容
（新旧対照表：送配電等業務指針）

（新設） （供給計画に従い設置等を行った流通設備の設置及び維持に要
する費用の額の届出）
第５３条の３ 業務規程第６１条の３の規定により届出を行っ
た広域系統整備計画の事業実施主体は、当該計画において再
生可能エネルギー発電設備によって創出される便益が見込ま
れる場合は、再生可能エネルギー電気特措法第２８条第１項
に規定する交付金（以下「系統設置交付金」という。）の交
付を受けることができる。
２ 一般送配電事業者又は送電事業者は、前項の系統設置交付
金の交付を受けるに当たり、供給計画に従って設置等を行っ
た流通設備（系統設置交付金の交付対象となる広域系統整備
計画に係るものに限る。）の使用を開始した日の属する年度
から当該流通設備の耐用年数（減価償却資産の耐用年数等に
関する省令 （昭和４０年大蔵省令第１５号）別表第１又は別
表第２に掲げる耐用年数をいう。）の期間の末日の属する年
度までの間、減価償却が行われる前年度に、広域系統整備計
画ごとに当該流通設備を設置及び維持に要する費用の額を、
毎年度、本機関に届け出なければならない。

【送配電等業務指針】
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1. 再生可能エネルギー電気特措法に関する業務の追加に伴う規定の変更（定款、業務規程、送
配電等業務指針）【スライド２～２０】

• 本機関が行う交付金の交付、納付金の徴収、解体等積立金の管理、入札の実施等に関す
る変更

2. 配電事業・特定卸供給事業ライセンスの創設に伴う規定の変更（定款、業務規程、送配電等
業務指針）【スライド２１～４２】

• ２－１．本機関の総会における議決権、会費・特別会費に関する変更

• ２－２．その他、各種関連規定の変更

3. 供給計画関係規定の変更（業務規程）【スライド４３～４７】

• 発電側課金の原価算定に伴う一般送配電事業者への供給計画の共有に関する変更

4. 新インバランス料金制度の開始に伴う規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）【スライド４
８～５２】

• インバランス量の提出・集計業務に関する変更



22２ 配電事業・特定卸供給事業ライセンスの創設に伴う規定の変更の背景

これに対応するため、
• 新たに創設される配電事業者・特定卸供給事業者は、電気事業者として本機関の会員になること
から、総会における議決権や、会費・特別会費の扱いについて、ルールの整備が必要。

• また、新たな配電事業者・特定卸供給事業者を、各電気事業者の電気事業法上の義務や事業内容等
に合わせて適切に位置付けるべく、ルールの整備が必要。

• レジリエンス強化等の観点から、特定の区域において、一般送配電事業者の送配電網を活用するな
どして、新たな事業者がAI・IoT等の技術も活用しつつ、自ら面的な運用を行うニーズが高まっている。

• また、災害対応の強化や分散型電源の更なる普及拡大の観点から、分散型電源を束ねて供給力
や調整力として提供する事業者（アグリゲーター）のビジネス環境を整える必要性が高まっている。

※強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律（令和2年法律第49号）

これらに対応し、分散型ネットワークの環境整備や、分散型電源の導入促進に向けた環境整備を行うため、電
気事業法の改正（※）により、新たに配電事業者・特定卸供給事業者（アグリゲーター）の各電気事業ライ
センスが新たに創設されることになった。
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［変更内容］

（本機関の総会における議決権）

• 本機関の総会における議決権に関して、以下のとおり規定

➢ 配電事業者は送配電事業者グループ、特定卸供給事業者は発電事業者グループに分類する旨
規定
※ 本機関の業務運営の中立性・公平性を確保するため、３つのグループ（送配電事業者グループ、小売電気事業者グルー
プ、発電事業者グループ）に会員を分類し、３グループが同等の議決権の重みを持つように配分している。

➢ 送配電事業者グループにおける配電事業者の議決権は、従来、一般送配電事業者に配分してい
た議決権を、全一般送配電事業者と全配電事業者の総需要電力量の比率に基づきそれぞれに
配分したうえで、各会員平等に配分する等規定

➢ 発電事業者グループにおける特定卸供給事業者の議決権は、発電事業者グループの総議決権を
発電事業者とあわせて各会員平等に配分する旨規定

（本機関の会費、特別会費）

• 本機関は、配電事業者及び特定卸供給事業者に対し、他の会員と同様に、会費を課す旨規定
（規定の変更なし）

• 本機関は、配電事業者に対し、一般送配電事業者と同様に、特別会費を課す旨規定

【定款第２４条、第５５条 】＜変更＞

２－１ 本機関の議決権、会費・特別会費に関する変更の内容



24（参考）本機関の総会における議決権の配分に関する国の審議会での検討

第13回 持続可能な電力システム構築小委員会
（2021年12月3日）資料2-4から抜粋



25（参考）本機関の会費・特別会費の扱いに関する国の審議会での検討

第13回 持続可能な電力システム構築小委員会
（2021年12月3日）資料2-4から抜粋
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［変更内容］

• 本機関の定款・業務規程・送配電等業務指針の関連規定において、新たに配電事業者・特定卸
供給事業者を適切に位置付けるべく、各事業者の電気事業法上の義務や事業内容等に合わせて、
必要な改正を行う。

※ 本改正は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律（令和
2年法律第49号）の規定による改正電気事業法の規定や、「持続可能な電力システム構築小委員会第二次中
間取りまとめ」（令和3年8月10日）の取りまとめ内容等と整合的な改正としている。

• 具体的な改正事項は、定款・業務規程・送配電等業務指針の多岐にわたるところ、主な改正内容
は、下記・次スライドのとおり。

（定款の主な改正点）

２－２ その他、各種関連規定の変更①

定款 主な改正内容

第３章 総会 ・配電事業者・特定卸供給事業者の議決権の配分に関する改正

第７章 会費等
・配電事業者に会費・特別会費・容量拠出金・電源入札拠出金・災害等扶助拠出金を、特定卸供給事
業者に会費を求めることができる旨の改正
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［変更内容］

（業務規程・送配電等業務指針の主な改正点）

２－２ その他、各種関連規定の変更②

業務規程 送配電等業務指針 主な改正内容

第３章 需要想定 第２章 需要想定 ・配電事業者が供給区域需要の想定を行い、本機関に提出する等の改正

第４章 供給計画
の取りまとめ等

第３章 供給計画の
取りまとめ等

・配電事業者・特定卸供給事業者が供給計画を策定し、本機関に提出する手続等に
関する改正

第５章 容量市場
及び電源入札等

第４章 容量市場及
び電源入札等

・本機関が行う容量市場における審査・テスト等について、配電事業者が情報提供等の
協力をする等の改正

第５章 調整力の確保
・配電事業者が調整力の確保に関する計画及び実績を作成し、本機関に提出をする等の改
正

第７章 系統アクセス 第７章 系統アクセス
・配電事業者が行う系統アクセス業務について、現行の一般送配電事業者が行う系統
アクセスの各種手続等と同様に行う等の改正

第８章 需給状況
の監視

第８章 需給状況の監
視のための計画提出

・配電事業者が調整電力計画を作成し、本機関に提出する（ただし、一般送配電事業
者が提出する計画とあわせて本機関に提出できる）等の改正（なお、特定卸供給事業者
は、現行どおり発電契約者又は需要抑制契約者として計画の提出を行う）

第９章 需給状況
の悪化時の指示等

第９章 需給状況の
悪化時の指示等

・需給状況の悪化時に、配電事業者・特定卸供給事業者に対して指示・要請を行う
手続等に関する改正

第10章 一般送配電
事業者及び配電事
業者の系統運用等

・配電事業者が行う系統運用等について、現行の一般送配電事業者が行う系統運用
等と同様に行う等の改正

第18章 年次報告
書及び調査・研究

第16章 電力需給等
に関する情報の提供

・配電事業者が、一般送配電事業者と同様に、電力需給等に関する情報を本機関に
提出する等の改正
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［変更内容］

【定款第３条、第７条～第１１条、第４３条、第５５条の２、第５６条、第５６条の３ 】＜変更＞

【業務規程第２条、第１９条、第２０条、第２３条、第２８条、第２９条、第３２条、第３２条の２、第３２条の８、
第３２条の９、第３２条の１１、第３２条の１２、第３２条の２０、第３２条の２１、第３２条の２５、
第３２条の２７、第３２条の２８、第３２条の３１、第３２条の３４、第３２条の３５、第３５条、第５１条、
第６４条、第６８条の２、第６９条、第７１条、第７３条、第７４条、第７５条、第８１条、第８２条、
第８９条、第９７条～第１０１条、第１０３条、第１０６条、第１０７条、第１１１条、第１１３条、
第１１４条、第１１６条、第１１８条、第１２３条、第１２６条、第１３１条、第１３２条、第１４４条、
第１４４条の２、第１５２条、第１５３条、第１５７条、第１７５条、第１７６条の７、第１７６条の９、
第１７６条の１０、第１７９条、第１８１条、第１８２条、別表１１－１】＜変更＞

【送配電等業務指針第１条、第４条、第５条、第８条、第９条、第１３条、第１４条、第１５条の３ ～第１５条の６、
第１５条の１３、第１５条の１５～第１５条の１７、第１６条、
第１７条、第２４条～第３０条の２、第３３条、第５４条～第５７条、第６１条、第６３条、
第６６条、第６８条～第７２条、第７４条～第８６条、第８８条～第９９条、
第１０３条～第１０６条、第１０８条～第１２４条、第１３２条～第１４４条、
第１４９条～第１６１条、第１６３条～第１６７条、第１６９条、第１７０条、
第１７２条～第１７７条、第１７９条、第１８１条、第１８３条～第１９３条、第１９６条、
第２２１条、第２２９条、第２３０条、第２４３条、第２４５条、第２４７条、第２４８条、
第２５０条～第２５２条、第２５４条、第２５５条、第２５７条～第２５９条、第２６４条、
第２６６条、第２６７条の６～第２６９条、別表７－１～別表７－３、別表１２－１、
別表１２－２】＜変更＞

【送配電等業務指針附則（平成２８年４月１日）第４条、附則（平成２９年９月６日）第２条、
附則（平成３０年６月２９日）第２条、附則（令和２年３月３０日）第４条】＜変更＞

２－２ その他、各種関連規定の変更③
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第5回 持続可能な電力システム構築小委員会（2020年7月20日）資料１から抜粋

（参考）配電事業制度の概要



30（参考）特定卸供給事業制度（アグリゲーター制度）の概要

第5回 持続可能な電力システム構築小委員会（2020年7月20日）資料１から抜粋



31（参考）容量拠出金の扱いに関する国の審議会での検討

第13回 持続可能な電力システム構築小委員会（2021年12月3日）資料2-4から抜粋



32（参考）災害等扶助拠出金の扱いに関する国の審議会での検討

第11回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会/
産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 電力安全小委員会
合同 電力レジリエンスワーキンググループ（2020年6月16日）資料3をから抜粋・修正



33

＜変更前＞ ＜変更後＞【定款】

（参考）配電事業・特定卸供給事業ライセンスの創設に伴う規定の変更
（新旧対照表：定款）①

（目的）
第３条 本機関は、電気事業者が営む電気事業に係る電気の需
給の状況の監視及び電気事業者に対する電気の需給の状況が
悪化した他の小売電気事業者、一般送配電事業者又は特定送
配電事業者たる会員への電気の供給の指示等の業務を行うこ
とにより、電気事業の遂行に当たっての広域的運営を推進す
ることを目的とする。

（目的）
第３条 本機関は、電気事業者が営む電気事業に係る電気の需
給の状況の監視及び電気事業者に対する電気の需給の状況が
悪化した他の小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業
者又は特定送配電事業者たる会員への電気の供給の指示等の
業務を行うことにより、電気事業の遂行に当たっての広域的
運営を推進することを目的とする。

（用語）
第７条 （略）
２ （略）
一～五 （略）
六 「送電系統」とは、一般送配電事業者又は送電事業者た
る会員が維持し、及び運用する流通設備をいう。
七 「地内基幹送電線」とは、最上位電圧から２階級（供給
区域内の最上位電圧が２５０キロボルト未満のときは最上位
電圧）の送電線をいう。

八 （略）
九 （略）
ア・イ （略）
ウ 最上位電圧から２階級（供給区域内の最上位電圧が２
５０キロボルト未満のときは最上位電圧）の母線

エ 最上位電圧から２階級を連系する変圧器（供給区域内
の最上位電圧が２５０キロボルト未満のときは対象外。）

十～十四 （略）

（用語）
第７条 （略）
２ （略）
一～五 （略）
六 「送電系統」とは、一般送配電事業者、送電事業者又は
配電事業者たる会員が維持し、及び運用する流通設備をいう。
七 「地内基幹送電線」とは、一般送配電事業者たる会員の
供給区域内の最上位電圧から２階級（一般送配電事業者たる
会員の供給区域内の最上位電圧が２５０キロボルト未満のと
きは最上位電圧）の送電線をいう。
八 （略）
九 （略）
ア・イ （略）
ウ 一般送配電事業者たる会員の供給区域内の最上位電圧
から２階級（一般送配電事業者たる会員の供給区域内の最
上位電圧が２５０キロボルト未満のときは最上位電圧）の
母線
エ 一般送配電事業者たる会員の供給区域内の最上位電圧
から２階級を連系する変圧器（一般送配電事業者たる会員
の供給区域内の最上位電圧が２５０キロボルト未満のとき
は対象外。）

十～十四 （略）

【定款】
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＜変更前＞ ＜変更後＞【定款】

（参考）配電事業・特定卸供給事業ライセンスの創設に伴う規定の変更
（新旧対照表：定款）②

（資格）
第８条 （略）
一・二 （略）
（新設）
三～五 （略）
（新設）

（資格）
第８条 （略）
一・二 （略）
三 配電事業者
四～六 （略）
七 特定卸供給事業者

【定款】

（加入）
第９条 （略）
２ （略）
一 （略）
二 一般送配電事業者及び送電事業者 経済産業大臣による
電気事業の許可を受けた日
三 特定送配電事業者及び発電事業者 経済産業大臣への電
気事業の届出が受理された日

３ （略）

（加入）
第９条 （略）
２ （略）
一 （略）
二 一般送配電事業者、送電事業者及び配電事業者 経済産
業大臣による電気事業の許可を受けた日
三 特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者
経済産業大臣への電気事業の届出が受理された日

３ （略）
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＜変更前＞ ＜変更後＞【定款】

（参考）配電事業・特定卸供給事業ライセンスの創設に伴う規定の変更
（新旧対照表：定款）③

（脱退）
第１０条 （略）
一～三 （略）
四 法第２７条の１２の８第１項から第３項までの規定によ
り法第２７条の１２の２の許可が取り消された場合
五 法第２条の８第１項の規定による届出（小売電気事業の
廃止に係るものに限る。）をした場合
六・七 （略）
八 法第２７条の１２の１３において準用する法第１４条第
１項の許可（配電事業の全部の廃止に係るものに限る。）を
受けた場合
九 法第２７条の２５第１項の規定による届出（特定送配電
事業の全部の廃止に係るものに限る。）をした場合
十 法第２７条の２９において準用する法第２７条の２５第
１項の規定による届出（発電事業の廃止に係るものに限
る。）をした場合
十一 法第２７条の３２において準用する法第２７条の２５
第１項の規定による届出（特定卸供給事業の廃止に係るもの
に限る。）をする場合
十二 （略）
２ （略）

【定款】

（脱退）
第１０条 （略）
一～三 （略）
（新設）

四 法第２条の８第１項の届出（小売電気事業の廃止に係る
ものに限る。）をした場合
五・六 （略）

（新設）

七 法第２７条の２５第１項の届出（特定送配電事業の全部
の廃止に係るものに限る。）をした場合
八 法第２７条の２９において準用する法第２７条の２５第
１項の届出（発電事業の廃止に係るものに限る。）をした場
合
（新設）

九 （略）
２ （略）
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＜変更前＞ ＜変更後＞【定款】

（参考）配電事業・特定卸供給事業ライセンスの創設に伴う規定の変更
（新旧対照表：定款）④

（会員の責務）
第１１条 （略）
２ （略）
一～三 （略）
四 法第２８条の４４第１項の規定により、小売電気事業者
たる会員が営む小売電気事業、一般送配電事業者たる会員が
営む一般送配電事業、配電事業者たる会員が営む配電事業又
は特定送配電事業者たる会員が営む特定送配電事業に係る電
気の需給の状況が悪化し、又は悪化するおそれがある場合に
おいて、本機関が、当該電気の需給の状況を改善する必要が
あると認めるときに、業務規程で定めるところにより行う指
示に従うこと。

３ （略）

【定款】

（会員の責務）
第１１条 （略）
２ （略）
一～三 （略）
四 法第２８条の４４第１項の規定により、小売電気事業者
たる会員が営む小売電気事業、一般送配電事業者たる会員が
営む一般送配電事業又は特定送配電事業者たる会員が営む特
定送配電事業に係る電気の需給の状況が悪化し、又は悪化す
るおそれがある場合において、本機関が、当該電気の需給の
状況を改善する必要があると認めるときに、業務規程で定め
るところにより行う指示に従うこと。

３ （略）
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＜変更前＞ ＜変更後＞【定款】

（参考）配電事業・特定卸供給事業ライセンスの創設に伴う規定の変更
（新旧対照表：定款）⑤

（議決権の配分）
第２４条 （略）
一 送配電事業者グループ（一般送配電事業者、送電事業者、
配電事業者又は特定送配電事業者である者）
二 （略）
三 発電事業者グループ（発電事業者又は特定卸供給事業者
である者）

２ （略）
３ （略）
一 （略）
二 送配電事業者グループ
ア 送電事業者及び特定送配電事業者
小売電気事業者グループ及び発電事業者グループの双方
を兼業する一般送配電事業者又は配電事業者（小売電気事
業者グループ及び発電事業者グループの双方において、自
己又は親子法人等が議決権を有する一般送配電事業者又は
配電事業者をいう。以下、当該一般送配電事業者又は配電
事業者並びに小売電気事業者グループ及び発電事業者グ
ループに属する当該一般送配電事業者又は配電事業者の親
子法人等を総称して「兼業者」という。）の、小売電気事
業者グループ及び発電事業者グループにおける議決権の合
計と同数の議決権を各会員平等に配分する。

以降次スライド

【定款】

（議決権の配分）
第２４条 （略）
一 送配電事業者グループ（一般送配電事業者、送電事業者
又は特定送配電事業者である者）
二 （略）
三 発電事業者グループ（発電事業者である者）

２ （略）
３ （略）
一 （略）
二 送配電事業者グループ
ア 送電事業者及び特定送配電事業者
小売電気事業者グループ及び発電事業者グループの双方
を兼業する一般送配電事業者（小売電気事業者グループ及
び発電事業者グループの双方において、自己又は親子法人
等が議決権を有する一般送配電事業者をいう。以下、当該
一般送配電事業者並びに小売電気事業者グループ及び発電
事業者グループに属する当該一般送配電事業者の親子法人
等を総称して「兼業者」という。）の、小売電気事業者グ
ループ及び発電事業者グループにおける議決権の合計と同
数の議決権を各会員平等に配分する。

以降次スライド
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＜変更前＞ ＜変更後＞【定款】

（参考）配電事業・特定卸供給事業ライセンスの創設に伴う規定の変更
（新旧対照表：定款）⑥

前スライドから

イ 一般送配電事業者及び配電事業者
送配電事業者グループの総議決権から送電事業者及び特
定送配電事業者に配分した議決権の合計を控除した数の議
決権を、全一般送配電事業者と全配電事業者の供給区域の
総需要電力量の比率に従って、全一般送配電事業者と全配
電事業者に議決権を配分したうえで（第４項の規定により、
当該会員の総体を一の会員とみなす場合において、当該会
員のうち議決権を有する一の会員が一般送配電事業者又は
配電事業者であるときは、当該会員の総体の需要電力量を
当該議決権を有する一の会員の需要電力量とし、当該会員
のうち議決権を有する一の会員が送電事業者又は特定送配
電事業者であるときは、需要電力量を有しないものとす
る。）、全一般送配電事業者及び全配電事業者のそれぞれ
において、各会員平等に配分する。ただし、配電事業者の
議決権が送電事業者及び特定送配電事業者の議決権を下回
る場合には、配電事業者の議決権が送電事業者及び特定送
配電事業者の議決権と同数となるよう、全一般送配電事業
者と全配電事業者に議決権を配分する。

４ （略）

以降次スライド

【定款】

前スライドから

イ 一般送配電事業者
送配電事業者グループの総議決権から送電事業者及び特
定送配電事業者に配分した議決権の合計を控除した数の議
決権を各会員平等に配分する。

４ （略）

以降次スライド
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＜変更前＞ ＜変更後＞【定款】

（参考）配電事業・特定卸供給事業ライセンスの創設に伴う規定の変更
（新旧対照表：定款）⑦

前スライドから

５ 前項に掲げる場合において、総会の前日までに、前項各号
に掲げる会員が連名により、本機関に対して、当該会員のう
ちの一の会員の名称を記載した任意様式の届出を提出したと
きは、当該一の会員が議決権を有することとし、総会の前日
までにその届出が提出されなかったときは、前項第１号の場
合は親法人等が、前項第２号の場合は資本金又は出資の額が
最大である子法人等（複数存在する場合は、会員名簿の順番
が最も早い子法人等）が議決権を有するものとする。ただし、
送配電事業者グループにおいて、前項各号に掲げる場合に一
般送配電事業者が該当する場合にあっては、当該一般送配電
事業者が議決権を有することとする。
６ 一の会員が、同一のグループにおける複数の事業を営む場
合にあっては、次の各号に掲げるグループごとに、その会員
が営む複数の事業のうち、当該各号に規定する順序で、最初
の事業を営む者として、前各項の規定を適用する。ただし、
一般送配電事業者が送配電事業者グループにおける他の事業
を営む場合を除き、一の会員が、総会の前日までに、本機関
に対して、同一グループのうち一の事業の名称を記載した任
意様式の届出を提出したときは、当該一の事業を営むものと
して、前各項の規定を適用する。
一 送配電事業者グループ 一般送配電事業者、配電事業者、
送電事業者、特定送配電事業者
二 小売電気事業者グループ 小売電気事業者、登録特定送
配電事業者
三 発電事業者グループ 発電事業者、特定卸供給事業者

【定款】

前スライドから

５ 前項に掲げる場合において、総会の前日までに、前項各号
に掲げる会員が連名により、本機関に対して、当該会員のう
ちの一の会員の名称を記載した任意様式の届出を提出したと
きは、当該一の会員が議決権を有することとし、総会の前日
までにその届出が提出されなかったときは、前項第１号の場
合は親法人等が、前項第２号の場合は資本金又は出資の額が
最大である子法人等（複数存在する場合は、会員名簿の順番
が最も早い子法人等）が議決権を有するものとする。

（新設）
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＜変更前＞ ＜変更後＞【定款】

（参考）配電事業・特定卸供給事業ライセンスの創設に伴う規定の変更
（新旧対照表：定款）⑧

【定款】

（評議員会の設置）
第４３条 （略）
２ （略）
３ （略）
一・二 （略）
三 全国及び一般送配電事業者たる会員の供給区域ごとの需
要に対する適正な供給力の確保状況の評価に関する事項
四～七 （略）

（評議員会の設置）
第４３条 （略）
２ （略）
３ （略）
一・二 （略）
三 全国及び供給区域ごとの需要に対する適正な供給力の確
保状況の評価に関する事項
四～七 （略）

（特別会費）
第５５条 一般送配電事業者又は配電事業者たる会員は、前条
の会費とは別に、その事業の開始以後において、毎年度、特
別会費を納入しなければならない。
２ 特別会費の額は、本機関の運営に必要な資金の総額から、
前条の会費による収入及び第５９条に規定する剰余金を差し
引いた額並びに一般送配電事業者又は配電事業者たる会員の
供給区域の需要電力量等を基礎として、理事会の議決により
定める。
３ （略）

（特別会費）
第５５条 一般送配電事業者たる会員は、前条の会費とは別に、
毎年度、特別会費を納入しなければならない。

２ 特別会費の額は、本機関の運営に必要な資金の総額から、
前条の会費による収入及び第５９条に規定する剰余金を差し
引いた額並びに一般送配電事業者たる会員の供給区域の需要
電力量等を基礎として、理事会の議決により定める。

３ （略）



41

＜変更前＞ ＜変更後＞【定款】

（参考）配電事業・特定卸供給事業ライセンスの創設に伴う規定の変更
（新旧対照表：定款）⑨

【定款】

（容量拠出金）
第５５条の２ 本機関は、一般送配電事業者、配電事業者又は
小売電気事業者たる会員に対し、容量市場における供給力の
確保に係る拠出金（以下「容量拠出金」という。）を求める
ことができる。
２ 本機関は、一般送配電事業者、配電事業者又は小売電気事
業者たる会員に対し、容量拠出金の額を算出するために必要
な情報を求めることができる。
３ 一般送配電事業者、配電事業者又は小売電気事業者たる会
員は、前項の規定による本機関の求めに応じ、必要な情報を
提出しなければならない。
４ （略）
５ 一般送配電事業者、配電事業者又は小売電気事業者たる会
員は、第１項の規定による本機関からの容量拠出金の請求を
受けてから１か月以内に容量拠出金を納入しなければならな
い。

（容量拠出金）
第５５条の２ 本機関は、一般送配電事業者又は小売電気事業
者たる会員に対し、容量市場における供給力の確保に係る拠
出金（以下「容量拠出金」という。）を求めることができる。

２ 本機関は、一般送配電事業者又は小売電気事業者たる会員
に対し、容量拠出金の額を算出するために必要な情報を求め
ることができる。
３ 一般送配電事業者又は小売電気事業者たる会員は、前項の
規定による本機関の求めに応じ、必要な情報を提出しなけれ
ばならない。
４ （略）
５ 一般送配電事業者又は小売電気事業者たる会員は、第１項
の規定による本機関からの容量拠出金の請求を受けてから１
か月以内に容量拠出金を納入しなければならない。

（電源入札拠出金）
第５６条 本機関は、一般送配電事業者又は配電事業者たる会
員に対し、電源入札等に係る拠出金（以下「電源入札拠出
金」という。）を求めることができる。
２ （略）
３ 一般送配電事業者又は配電事業者たる会員は、第１項の規
定による本機関の求めに応じ、指定された期限までに電源入
札拠出金を納入しなければならない。

（電源入札拠出金）
第５６条 本機関は、一般送配電事業者たる会員に対し、電源
入札等に係る拠出金（以下「電源入札拠出金」という。）を
求めることができる。
２ （略）
３ 一般送配電事業者たる会員は、第１項の規定による本機関
の求めに応じ、指定された期限までに電源入札拠出金を納入
しなければならない。
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＜変更前＞ ＜変更後＞【定款】

（参考）配電事業・特定卸供給事業ライセンスの創設に伴う規定の変更
（新旧対照表：定款）⑩

【定款】

（災害等扶助拠出金）
第５６条の３ 本機関は、一般送配電事業者又は配電事業者た
る会員に対し、毎年度、災害等復旧費用の一部に充てるため
の交付に係る拠出金（以下「災害等扶助拠出金」という。）
を求めることができる。
２ （略）
３ 一般送配電事業者又は配電事業者たる会員は、第１項の規
定による本機関の求めに応じ、指定された期限までに災害等
扶助拠出金を納入しなければならない。

（災害等扶助拠出金）
第５６条の３ 本機関は、一般送配電事業者たる会員に対し、
毎年度、災害等復旧費用の一部に充てるための交付に係る拠
出金（以下「災害等扶助拠出金」という。）を求めることが
できる。
２ （略）
３ 一般送配電事業者たる会員は、第１項の規定による本機関
の求めに応じ、指定された期限までに災害等扶助拠出金を納
入しなければならない。

業務規程新旧対照表及び送配電等業務指針新旧対照表は、変更箇所が多岐にわたるため、掲載省略。
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1. 再生可能エネルギー電気特措法に関する業務の追加に伴う規定の変更（定款、業務規程、送
配電等業務指針）【スライド２～２０】

• 本機関が行う交付金の交付、納付金の徴収、解体等積立金の管理、入札の実施等に関す
る変更

2. 配電事業・特定卸供給事業ライセンスの創設に伴う規定の変更（定款、業務規程、送配電等
業務指針）【スライド２１～４２】

• ２－１．本機関の総会における議決権、会費・特別会費に関する変更

• ２－２．その他、各種関連規定の変更

3. 供給計画関係規定の変更（業務規程）【スライド４３～４７】

• 発電側課金の原価算定に伴う一般送配電事業者への供給計画の共有に関する変更

4. 新インバランス料金制度の開始に伴う規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）【スライド４
８～５２】

• インバランス量の提出・集計業務に関する変更



44３ 供給計画関係規定の変更の背景

これに対応するため、本機関は、供給計画に記載された情報のうち、一般送配電事業者の託送料金に
係る原価の算定に必要な情報を共有するためのルールの整備が必要。

現行の供給計画の関係規定において、本機関は、電気事業者から提出された供給計画に記載された
情報のうち、今後10年間の需給見通しに関する情報や、発電所の建設計画及び休廃止計画のうち適
切な流通設備計画の立案のため必要と考えられる情報を、送配電事業者（※１）に共有することとして
いる。

現在、小売電気事業者が全て負担している送配電設備の維持・拡充に必要な費用について、需要家
とともに系統利用者である発電事業者に一部の負担を求める発電側課金の仕組みが、国の審議会
（※２）で提案され、2023年度から発電側課金が導入されることとなった。

発電側課金の対象原価の算出や課金単価の設定にあたり、供給計画に記載された情報の一部を用
いると整理されたことから、本機関から送配電事業者に対して、供給計画に記載された情報のうち、発
電側課金の業務遂行に必要と考えられる情報を共有することが必要。

※２ 電力・ガス取引監視等委員会 制度設計専門会合

※１ ここでは、一般送配電事業者、送電事業者と、新たに創設される配電事業者を指す。



45

［変更内容］

• 会員から提出された供給計画に記載された情報のうち、一般送配電事業者の託送料金に係る原
価の算定に必要となる情報を、当該一般送配電事業者に共有する旨規定

【業務規程第３２条 】＜変更＞

３ 供給計画関係規定の変更の内容



46（参考）発電側課金の算定方法関する国の審議会での検討

第65回 制度設計専門会合（2021年10月1日）資料6-1より抜粋
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＜変更前＞ ＜変更後＞【業務規程】

（参考）供給計画関係規定の変更の内容
（新旧対照表：業務規程）

（供給計画等に関する情報の共有）
第３２条 （略）
２・３ （略）
（新設）

（供給計画等に関する情報の共有）
第３２条 （略）
２・３ （略）
４ 本機関は、供給計画に記載された次の各号に掲げる情報の
うち、一般送配電事業者たる会員の託送料金に係る原価の算
定のために必要と考えられる情報を、当該一般送配電事業者
たる会員に共有する。
一 最大電力供給計画表
二 電力量供給計画表
三 電気の取引に関する計画書
四 発電所の開発等についての計画書

【業務規程】
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1. 再生可能エネルギー電気特措法に関する業務の追加に伴う規定の変更（定款、業務規程、送
配電等業務指針）【スライド２～２０】

• 本機関が行う交付金の交付、納付金の徴収、解体等積立金の管理、入札の実施等に関す
る変更

2. 配電事業・特定卸供給事業ライセンスの創設に伴う規定の変更（定款、業務規程、送配電等
業務指針）【スライド２１～４２】

• ２－１．本機関の総会における議決権、会費・特別会費に関する変更

• ２－２．その他、各種関連規定の変更

3. 供給計画関係規定の変更（業務規程）【スライド４３～４７】

• 発電側課金の原価算定に伴う一般送配電事業者への供給計画の共有に関する変更

4. 新インバランス料金制度の開始に伴う規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）【スライド４
８～５２】

• インバランス量の提出・集計業務に関する変更



49４ 新インバランス料金制度の開始に伴う規定の変更の背景

そのため、現行のインバランス料金制度における調整項（α）の算定のために行っていた、一般送配電
事業者によるインバランス量の提出と本機関の集計業務について、当該関連規定を削除する必要がある。

現行のインバランス料金制度は、卸電力取引価格に連動しつつ、系統全体の需給状況に応じた調整
項（α）等を設けた算定式により計算される仕組みとなっている。
この調整項（α）は、一般送配電事業者が各供給区域のインバランス量を算定し本機関に提出、本
機関が全国のインバランス量を集計したうえで、日本卸電力取引所（JEPX）が算出することとなっている。

2022年度に導入される新たなインバランス料金制度では、現行のインバランス料金制度にあった調整項
（α）等を設けた算定式がなくなり、調整項（α）の算定に必要であった、一般送配電事業者から本
機関へのインバランス量の提出等も不要となる。
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［変更内容］

• 一般送配電事業者のインバランス量の提出及び本機関の集計業務に係る規定を削除する。

【業務規程第１９０条の２】＜削除＞
【送配電等業務指針第２７１条】＜削除＞

４ 新インバランス料金制度の開始に伴う規定の変更の内容
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＜変更前＞ ＜変更後＞【業務規程】

（参考）新インバランス料金制度の開始に伴う規定の変更の内容
（新旧対照表：業務規程）

（全国のインバランス集計）

第１９０条の２ 本機関は、送配電等業務指針に定めるところ
により、一般送配電事業者たる会員から、供給区域のインバ
ランス量の提出を受ける。
２ 本機関は、前項の規定により提出を受けたインバランスの
量を、原則として算定期間の翌々月の第５営業日までに、全
国のインバランス量として集計し、当該集計結果を卸電力取
引所に通知する。

（削る）

【業務規程】
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＜変更前＞ ＜変更後＞【送配電等業務指針】

（参考）新インバランス料金制度の開始に伴う規定の変更の内容
（新旧対照表：送配電等業務指針）

（供給区域のインバランス量の提出）

第２７１条 一般送配電事業者は、算定が完了した供給区域の
インバランス量を、原則として算定期間の翌々月の第４営業
日までに、本機関に提出しなければならない。

（削る）

【送配電等業務指針】


